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詳細は、４月下旬から長与町ホームページでご覧いただけます。

□問 総務課総務人事係　☎ 095-801-5781
１．人件費の状況 （普通会計決算）

区分 住民基本台帳人口 歳出額 実質収支 人件費 人件費率 （参考）
（令和7年1月1日） Ａ 　 Ｂ Ｂ／Ａ 5年度の人件費率

令和6年度 39,479人 16,620,048千円 942,215千円 1,925,197千円 11.6％ 12.7％

２．職員給与費の状況 （普通会計決算）

区分 職員数 給与費 １人あたり給与費
Ａ 給料 職員手当 期末・勤勉手当 計　　　Ｂ （Ｂ／Ａ）

令和6年度 195人 693,361千円 127,729千円 304,856千円 1,125,946千円 5,774千円
※職員手当には退職手当は含みません。　※職員数は、令和 6 年 4 月 1 日現在の普通会計に属する人員です。

３．職員の平均給料月額と平均年齢の状況 （令和7年4月1日現在）

区分 平均給料月額 平均年齢
一般行政職 323,000 円 40.2 歳

※一般行政職の職員とは、一般事務職、建設や土木の技術職
　などをいいます。保健師、保育士などは含みません。
４．職員の初任給の状況 （令和7年4月1日現在）

区分
一般行政職

初任給 採用後2年後の給料額
大学卒 220,000円 230,000円
高校卒 188,000円 201,000円

５．職員の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況 
　（令和7年4月1日現在）

区分 経験年数
10年以上15年未満

経験年数
15年以上20年未満

経験年数
20年以上25年未満

一般
行政職

大学卒 294,200円 329,600円 374,400円
高校卒 256,400円 −円 −円

６．一般行政職の級別職員数の状況 （令和7年4月1日現在）

級 標準的な職務 職員数 構成比
1 主事 25人 14.8％
2 主事 10人 5.9％
3 主査、主任 60人 35.5％
4 係長、上級主査 29人 17.2％
5 参事、課長補佐、副参事 17人 10.1％
6 課長および課長相当職 18人 10.7％
7 部長および部長相当職 10人 5.8％

合　　計 169人 100.0％
７．職員手当の状況（令和7年4月1日現在)

①期末・勤勉手当
区　分 期末手当 勤勉手当 計
６月期 1.25月分 1.05月分 2.30月分

１２月期 1.25月分 1.05月分 2.30月分
計 2.50月分 2.10月分 4.60月分

※職制上の段階、職務の級などによる加算措置あり。

②退職手当
区分 自己都合退職 勧奨・定年退職

勤続20年 19.6695月分 24.586875月分
勤続25年 28.0395月分 33.27075月分
勤続35年 39.7575月分 47.709月分

最高限度額 47.709月分 47.709月分

③扶養・住居・通勤手当
区分 内　容

扶養
手当

●配偶者  3,000円
●扶養親族 ・子 11,500円
 ・子以外 6,500円
●満16歳年度初めから満22歳年度末までの間にある子
　1人につき　5,000円加算

住居
手当

●借家、借間
　月額16,000円を超える家賃を負担している職員に対し
　家賃額に応じて 月額28,000円を限度に支給

通勤
手当

●交通機関等の利用者（2㎞以上）
　長期定期券の価額を一括して支給
　1ヶ月あたり最高　55,000円
●自動車等の利用者（2㎞以上）
　距離に応じて最高　31,600円　

８．特別職の報酬の状況（令和7年4月1日現在）
区分 月額 期末手当

給料
町長 857,000円

　6月期 1.700月分
 12月期 1.700月分
 計 3.40月分

副町長 691,000円
教育長 651,000円

報酬

議長 368,000円
副議長 310,000円
委員長 296,000円
議員 283,000円

９．部門別職員数の状況と主な増減理由（各年4月1日現在）

区分
部門

職員数（再任用常時
勤務職員含む） 対前年

増減数

再任用短時
間勤務職員 主な増減

理由令和6年 令和7年 令和7年

一般
行政
部門

議会 4人 4人 0人 0人 　

総務 62人 62人 0人 0人
税務 18人 17人 △1人 0人 人員配置の見直し

民生 35人 32人 △3人 0人 配置転換、人員配置の見直し

衛生 19人 21人 2人 2人 人員配置の見直し

農林水産 9人 9人 0人 0人 　

商工 3人 3人 0人 0人 　

土木 19人 20人 1人 0人 人員配置の見直し

小計 169人 168人 △1人 2人 　

特別
行政
部門

教育 26人 26人 0人 1人 　

小計 26人 26人 0人 1人 　

公営
企業
など
会計
部門

水道 12人 12人 0人 0人 　

下水道 7人 7人 0人 0人 　

その他 23人 22人 △1人 0人 人員配置の見直し

小計 42人 41人 △1人 0人 　

合計 237人 235人 △2人 3人 　

町職員の給与などを公表します
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消防団員募集中！
地域防災の要である消防団の活動をご紹介します

消防団員は、仕事や学業などの傍ら、火災出動、災害応急対応、防災訓練など、住民の安全・
安心を守るために活動を行っています。（身分は非常勤特別職の地方公務員です）

消防団って何？

A長与町に居住もしくは勤務する
方で、満18歳以上55歳未満である
ことが条件です。町内に10（本部・1
～9）の分団があり、定員は290名
です。

A消防士は消防や救急・救助など
を専業とする常勤の地方公務員で
す。消防団員は普段は別の仕事をし
ている非常勤の公務員で、火災や
災害時には自宅や職場から現場へ
駆けつけます。

A消火活動や近隣住民の安全確
保、周辺の交通整理などを行いま
す。また大雨・台風時には、危険箇
所警戒や被災箇所の応急対応、避
難の呼びかけなど様々な災害対応
を行います。

消防団について詳しく知りたい方、入団希望の方は、
地域安全課消防防災係（095-801-5782）までご連絡ください！

Qどんな人が
消防団員になれるの？ Q消防士と消防団員って

どう違うの？ Q火災、災害時には
どんな活動をするの？

礼式訓練▶
消防団に必要な規律と品位向上を図
るため、整列・点呼・敬礼・行進などの
基本動作を訓練します。

防火パレード▶
年2回（3月・11月）町内を消防車両で
巡回し、火災予防を呼びかけます。

精霊船集積警戒▲
精霊流しの各集積所にて、精
霊船の消火や防火対応を行
います。

機械器具点検▲
地域の河川などで定期的に
点検を行います。

消防出初式（放水演習）▲
恒例の年頭行事で、表彰、分列行進、長与川への放水
演習などが行われ、一年の安全祈願とともに消防団
員の士気高揚を図ってます。

水利点検▶
火災時に確実に消火栓などを使用でき
るように定期的に点検・清掃を行います。

夏季訓練
（放水演習）▲
火災現場を想定し
た実践的なホース
延長・放水訓練な
どを行います。

防災訓練への参加・協力▲
地域で行われる防災訓練に参加・
協力しています。
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